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SIB アジア協会 

 
 
 
(名称) 
第１条 本会は、｢SIB アジア協会｣(以下｢本会｣という)と称する。 
(法形式) 
第２条 本会は、民法第 667 条の規定に基づく共同組合とする。 
(目的) 
第３条 本会は、会員が｢各種社会保障事業｣に関する知識を学習し、その学習した知識を一人

でも多くの人に敷衍し、共同で資金を拠出して次項２①～⑥｢各種社会保障事業｣の
支援事業等を行うことを主たる目的とする。但し、当該事業等は原則･非営利とする。 

２ ①｢ジェネリック｣支援事業、②｢残飯等不出｣支援事業、③｢餓死･自殺防止｣支援事業、 
④｢生活保護｣支援事業、⑤｢就労･生業｣支援事業、⑥｢食医一元｣支援事業 等を行う。 

(設立及び出資) 
第４条 本会は、｢各種社会保障事業｣のノウハウ等及び人的･知的財産をもとにして設立する。 

２ 前項の設立にあたり、会員は、均等の額の資金(一口五百円/月～)を拠出する。 
(入会) 
第５条 本会の設立にあたり、会員/パートナーになろうとする者は、本規約を十分に理解した

うえで会員/パートナーとなるものとする。 
２ 本会の設立後に、新たに会員になろうとする者は、本会に入会申込書を提出し、 

会員全員の同意を得たうえで、会員/パートナーになることができる。 
３ 本会の代表者は、当該新規入会希望者に対して、本規約の内容を十分に説明を行い、

当該新規入会希望者は、本規約の内容を十分に理解したうえで入会する。 
４ 新規入会希望者は、前条第２項に掲げる額の資金を拠出して本会正会員となる。 

(会員の資格) 
第６条 会員は、本会の経営判断を決定する総会に出席できる者でなければならない。 

２ 会員は、｢各種社会保障事業｣の創設について意見を有する者でなければならない。 
３ 会員は、原則･個人でなければならない。但し、特別会員として｢団体｣も可とする。 

(会員の数) 
第７条 本会は、会員全員の意思疎通が円滑に行い得る人数を会員数の限度とする。 

２ 会員全員の意思表示及び意思疎通は原則メールとする。但し｢委任｣も可とする。 
(運営) 
第８条 本会の学習及び｢各種社会保障事業｣創設を決定する総会は、原則として 

毎月予め定められた日に開催するものとし、年 12 回以上開催するものとする。 
２ 総会は、原則として会員の全員が出席して行うものとする。 
３ 本会の事業創出の決定は、総会において総会員数の過半数の同意により行うものとする。 
４ 前項の決議において会員は、出資持分にかかわらず１個の議決権を有するものとする。 
５ 会員は、他の会員に経営判断又は運用の委任を原則することはできない。やむを得な

い事由により総会に出席できない場合、当該会員は、予め送付された議案に対する意
見を他の会員に委任することができる。その場合は、委任を受ける会員は２以上の委
任を受けることができない。但し、代表者はその限りではない。 

６ 代表者が必要と認める場合、又は、会員の過半数からの請求がある場合、第１項に 
定める定例の総会のほかに、臨時の総会を開催することができる。 

(機関) 
第９条 本会に代表者、業務執行者、会計責任者及び監査役を置く。 

但し、業務執行者は、会計責任者又は監査役を兼任することができない。 
２ 代表者、業務執行者、会計責任者及び監査役は前条第１項の総会により、過半数の 

同意を得て選任するものとする。 

非営利共同組合 

http://sib.asia 

協会規約 

http://sib.asia/
http://xn--i8s5o1h.0i0.jp/
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%BE%93%F1%8B%E3%96%40%94%AA%8B%E3&REF_NAME=%91%E6%98Z%95S%98Z%8F%5C%8E%B5%8F%F0%91%E6%88%EA%8D%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000066700000000001000000000000000000&ANCHOR
http://xn--4gq62ff0bq18k.0i0.jp/
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３ 代表者、業務執行者、会計責任者及び監査役の任期は４年とし、再任も可とする。 
(代表者) 
第10条 代表者は、総会の議長を務め且つ本会を代表し本会事業に関する全ての業務を行う。 

２ 代表者は、本会及び会員を代表し、訴外交渉及び訴訟当事者として訟務を担当する。 
(業務執行者) 
第 11 条 業務執行者は、本会の事業経営に関する事業経営業務等を執行する。 

２ 業務執行者は、業務処理状況を代表者及び会員に報告しなければならない。 
(会計責任者) 
第 12 条 会計責任者は、本会の会計に関する業務を行い、複式帳簿を作成する。 
(監査役) 
第 13 条 監査役は、本会の業務運営及び会計の監査を行い、毎月の総会において報告する。 
(事業資金の拠出) 
第 14 条 会員は、本会の事業資金として、毎月予め定められた金額(一口五百円/月～) 

を上限とし、原則として各会員同一金額を拠出する。 
２ 前項の事業資金は、原則金銭とし、労務･現物による出資は行わない。 

但し｢個人｣の特許等及び意匠権･商標権･著作権等知的財産はその限りではない。 
(事業資金の保管) 
第 15 条 前条の事業資金は、事業の実行までの間、本会の名義をもって、ゆうちょ銀行に 

開設する、日本セーフティネット協会代表者名口座に、安全かつ確実に保管する。 
(共有財産) 
第 16 条 前条の事業資金及び事業資金により取得した｢各種社会保障事業｣の財産等は、 

会員の共有財産とし、会員は出資に応じた共有持分を有する。 
２ 本会に生じた債権債務は、各会員の持分に応じて会員に帰属する。 
３ 本会は、共有財産に債務が生じる金銭消費貸借契約等を行わないこととする。 

(運用損益の取扱い) 
第 17 条 本会の運用損益(配当金等の果実を含む)は、各会員の持分に応じて会員に帰属し、 

総会においてその再拠出又は配分について決定する。 
(経費の負担) 
第 18 条 会員は、本会の運営のために必要な経費を、予め定められた方法により支払う 

ものとする。但し、原則として会費(一口五百円/月～)をもって充当する。 
(役務) 
第 19 条 本会の業務の運営は、会員の分担により行い、その役務は原則無償とする。 

２ 但し、代表者、業務執行者、会計責任者及び監査役は最低限度の有償とする。 
(業務執行者の解任) 
第 20 条 代表者及び会員は、正当な事由がある場合には、業務執行者等を除く 

会員全員の合意により、業務執行者等を解任することができる。 
(事業の対象) 
第 21 条 本会が創設する｢各種社会保障事業｣は、原則、共同組合とする。但し、総会で特に 

承認した場合は、その他の｢事業体/会社等｣についても経営できるものとする。 
(売買) 
第 22 条 業務執行者は、総会において選定された｢各種社会保障事業｣について、 

予め定められた方法により、特定商品及びノウハウ･サービス等の売買を行う。 
(総会決定記録等) 
第 23 条 総会毎に、本会の下記の総会決定事項等について記録し、 

その場で、総会出席者全員の承認を得るものとする。 
１-１ 創立総会以降の本会の資産及び収支の異動内容について、 

会計帳簿に基づく報告･承認がなされたこと 
１-２ その他本会の運営に関する決定事項等 

２ 会員は、総会決定記録、会計帳簿等をいつでも閲覧できるものとする。 
(会計帳簿等) 
第 24 条 本会の会計帳簿については、会計帳簿を作成し、監査役の監査を得るとともに、 

総会の都度、資産及び収支の内容の承認を得るものとする。 
２ 前項の会計帳簿のほか、各会員の持分に係る計算書を作成するものとし、 

定期的に会員に提供するものとする。 
３ 会員は、前２項の会計帳簿その他本会の財産に係る状況をいつでも検査できるもの

とする。 
(事業年度) 
第 25 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 



 

(退会) 
第 26 条 会員は、原則としていつでも退会届を提出し、退会することができる。 

２ 会員は、正当な事由がある場合に限り、他の会員全員の同意をもって除名される。 
３ 会員が死亡、破産、成年被後見人、除名となったときは退会する。 
４ 本会から退会した会員は、退会時における本会の資産価値に基づき、 

当該退会会員の持分について、予め定められた方法により払戻しを受ける。 
(解散) 
第 27 条 本会は、会員の著しい減少その他のやむを得ない事由により、本会の維持、 

継続が困難となった場合、解散できるものとする。 
２ 本会を解散する場合は、本会の資産を各会員の持分に応じて会員に配分する。 

(外部との関係) 
第 28 条 本会において、外部からの事業情報を利用する場合には、予め総会の承認を得るも 

のとする。 
(規約の改正) 
第 29 条 本規約の改正については、会員の 2 分の 1 以上の承認をもって行うものとする。 
 
付則 
 

１ 本会は第２条による民法上の共同組合であるが、現今労働市場における未必の強制
労働に鑑み、労働組合法第２条に基づく労働組合を別途組織し該活動も並行する。 

 尚、当該労働組合の名称は｢国際労働組合･セーフティネットユニオン｣とする。 
２ 本会の発足当初の代表者、業務執行者、会計責任者及び監査役は、第９条第２項の

規定にかかわらず発起人会において選任する。 
 
 
 
  
        
 
 
  
       
 
 
  
        
 
 
  
       
 
 
 
       
 
        
 

非営利共同組合 
 

〒414
0557-

 
 

SIB アジア協会 
 

 
 代表 新村 紘宇二
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-0001 伊東市宇佐美 1972-2 
47-7184/お問合せはメールでお願いします。 

 
http://sib.asia  

http://sib.asia/
http://xn--i8s5o1h.0i0.jp/
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http://xn--i8s5o1h.0i0.jp/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


